
桑名市空家等指導要綱 

平成29年３月31日 

告示第87号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号。以下「法」とい

う。）の適切な実施を図るために必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、使用する用語の意義は、法、特定空家等に対する措置に関する適切な実

施を図るために必要な指針（以下「ガイドライン」という。）及び行政代執行法（昭和23年法律第

43号。以下「代執行法」という。）に使用する用語の例による。 

（適用範囲等） 

第３条 この告示は、本市全域の空家等に適用し、当該空家等により生じる次条以降の手続は、関係

する各所管において行うものとする。 

（相談又は通報等） 

第４条 市長は、市内に居住する者、本市の区域内に滞在する者（通勤、通学等をする者を含む。）

及び区域内を通過する者（以下「市民等」という。）からの適切な管理が行われていない空家等に

係る相談又は通報等を受けた場合は、市民等から桑名市空家等相談依頼書（様式第１号）の提出を

求めるものとする。 

（行政関与の要否の判断） 

第５条 市長は、前条の規定により、適切な管理が行われていない空家等に係る具体の事案を把握し

た場合は、当該空家等の状態及びその周辺の生活環境への悪影響の程度を外観目視調査票（様式第

２号）により調査し、行政関与の要否を判断するものとする。 

（立入調査に係る所有者等に対する事前の通知） 

第６条 市長は、前条の規定により、行政の関与が必要であると判断した場合は、法第９条第２項の

規定に基づく立入調査を行うものとする。ただし、当該空家等の敷地内に立ち入らずとも目的を達

成し得る場合は、この限りでない。 

２ 前項の立入調査を行う場合は、その５日前までに当該空家等の所有者等に対して、桑名市空家等

立入調査実施通知書（様式第３号）により通知するものとする。ただし、当該所有者等に対し通知

することが困難な場合は、この限りでない。 

（立入調査に係る身分を示す立入調査員証の携帯と提示） 

第７条 市長は、前条の規定により立ち入ろうとする者に対してあらかじめ、その身分を示す証明書

を交付し、携帯させ、当該空家等の所有者等及びその関係者から請求があった場合は、これを提示

するものとする。 

２ 前項の身分を示す証明書の交付に係る申請は、桑名市立入調査員証申請書（様式第４号）により

行い、桑名市立入調査員証（様式第５号）により交付するものとする。 

３ 前項による立入調査員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならないものとする。 

４ 第２項による立入調査員証を紛失したときは、直ちに桑名市立入調査員証紛失届（様式第６号）

を市長へ提出するものとする。 

５ 第２項による立入調査員証の再交付を受けようとする場合は、桑名市立入調査員証再交付申請書

（様式第７号）を市長へ提出するものとする。なお、前項による場合を除き従前の立入調査員証は、

当該申請書に添えて市長に返還するものとする。 

６ 第２項による立入調査員証の有効期限又は職務外となった場合は、桑名市立入調査員証返還届（様

式第８号）に当該立入調査員証を添えて市長に返還するものとする。 

（特定空家等に該当するか否かを判定する基準） 

第８条 市長は、立入調査を行った場合は、特定空家等判定評価票（様式第９号）に基づき特定空家

等に該当するか否かを判定するものとする。 

２ 前項の規定により、特定空家等に該当した場合は、特定空家等の所有者等に対し、特定空家等該

当通知書（様式第10号）を送付するものとする。ただし、過失がなく、当該所有者等を確知するこ

とができないときは、この限りでない。 

（助言又は指導） 



第９条 市長は、前条の規定により通知を行った場合は、ガイドラインに基づき措置が必要であるか

否かを判断し、特定空家等の所有者等に対し、指導書（様式第11号）により措置をとるよう助言又

は指導を行うものとする。 

（関係各所管への情報提供） 

第１０条 市長は、第８条第２項の規定により通知を行った場合は、必要に応じて特定空家等に関す

る情報を関係各所管に提供し迅速な対応に努めるものとする。 

（勧告） 

第１１条 市長は、第９条の規定による助言又は指導を行った場合で、特に必要があると認めるとき

は、当該助言又は指導を受けた者に対し、法第22条第２項に基づき勧告書（様式第12号）により措

置をとるよう勧告を行うものとする。 

２ 前項による勧告の送達方法は、慎重を期す観点から配達証明郵便又は配達かつ内容証明の郵便を

原則とするものとする。 

（命令に係る事前の通知） 

第１２条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がないにも関わらず、その勧告に

係る措置をとらなかった場合で、特に必要があると認めるときは、法第22条第３項に規定する命令

をする前に、あらかじめ当該勧告を受けた者に対し、法同条第４項に基づき命令に係る事前の通知

書（様式第13号）により通知を行うものとする。なお、従前の命令の内容を変更しようとする場合

も同様とする。 

（公開による意見聴取の請求） 

第１３条 前条の規定による通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、市長

に対し、法第22条第５項に基づき意見の聴取請求書（様式第14号）を提出することにより、公開に

よる意見の聴取を行うことを請求することができる。 

（公開による意見の聴取実施の通知） 

第１４条 市長は、前条の規定による請求があった場合は、意見聴取の期日の３日前までに、当該勧

告を受けた者又はその代理者に、公開による意見の聴取実施通知書（様式第15号）により通知を行

うとともに、これを公告するものとする。 

２ 前２条の規定に定めのない事項については、桑名市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平

成16年桑名市規則第21号）の規定を準用する。 

（命令） 

第１５条 市長は、第13条の規定による請求がなかった場合（意見聴取の請求があった場合において

請求した者が出頭しなかった場合を含む。）又は意見聴取を経てもなお、当該命令措置が不当でな

いと認められた場合で、特に必要があると認めるときは、当該特定空家等の所有者等に対し、法第

22条第３項に基づき命令書（様式第16号）により相当の猶予期間を付けて、その勧告に係る措置を

とることの命令を行うものとする。 

２ 第11条第２項の規定は、前項の規定による命令をする場合に準用する。 

（標識の設置） 

第１６条 市長は、前条の規定に基づき命令を行った場合は、法第22条第13項に基づき標識（様式第

17号）の設置をするとともに、当該命令が出ている旨を公示するものとする。 

（戒告） 

第１７条 市長は、第15条の規定による命令を行った場合で、当該命令の措置を履行しないとき、履

行しても十分でないとき、又は履行しても期限までに完了する見込みがないときで、特に必要があ

ると認めるときは、あらかじめ当該命令を受けた者に対し、代執行法第３条第１項に基づき戒告書

（様式第18号）により戒告を行うものとする。 

２ 第11条第２項の規定は、前項の規定による戒告をする場合に準用する。 

（再戒告） 

第１８条 市長は、前条の戒告に定められた措置命令の履行期限までに履行がなされないときは、直

ちに代執行令書による通知の手続に移らず、当該戒告を受けた者に対し、再戒告書（様式第19号）

により再度戒告を行うものとする。ただし、措置命令の履行期限を更に延長することが困難な状況

にある場合はこの限りでない。 

（代執行令書の通知） 



第１９条 市長は、戒告又は再戒告の履行期限までに履行なされないときは、戒告又は再戒告を受け

た者に対し、代執行法第２条に基づき代執行令書（様式第20号）により通知し、代執行を行うもの

とする。 

（執行責任者の証票の携帯及び提示） 

第２０条 市長は、執行責任者に対し、執行責任者証（様式第21号）を交付し、執行責任者は、代執

行法第４条に基づき当該執行責任者証を携帯し、当該空家等の所有者等及びその関係者から請求が

あった場合は、これを提示するものとする。 

（略式代執行） 

第２１条 市長は、法第22条第10項に基づき、自ら義務者のなすべき措置を行い、又は第三者をして

これをさせる場合、あらかじめ公告の手続を経た上で代執行法の定めるところに従い行うものとす

る。 

（非常の場合又は危険切迫の場合） 

第２２条 市長は、特定空家等の建築部材若しくは附属する工作物の脱落、飛散、崩壊等又は立木竹

の倒伏により、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼしている事態などの非常の場合又は危険切迫

の場合において、第11条第１項の規定による勧告の内容の実施について緊急の必要があると判断し

た場合は、法第22条第11項の規定に基づき、自ら義務者のなすべき措置を行い、又は第三者をして

これをさせることができる。 

２ 市長は前項の措置を講じた場合は、当該特定空家等の所在地及び当該措置の内容を当該特定空家

等の所有者等に空家等措置完了通知書（様式第22号）により送付するものとする。ただし、所有者

等又はその連絡先を確知することができない場合は公告するものとする。 

（代執行費用納付命令書） 

第２３条 市長は、第19条の規定による代執行又は第21条若しくは前条第１項の規定に基づき措置を

行った場合（第三者にさせた場合を含む。）は、義務者に対し、代執行法第５条に基づき代執行費

用納付命令書（様式第23号）により代執行又は措置に要した費用の納付を命ずるものとする。 

（必要な措置が講じられた場合の対応） 

第２４条 第８条第２項により通知を受けた者が必要な措置を講じた場合は、特定空家等措置完了届

出書（様式第24号）を提出するものとする。 

２ 市長は、前項の届出書の提出を受理した場合は、その写しを当該空家等の所有者等に返却し、特

定空家等でなくなったことを示すものとする。 

（その他） 

第２５条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施について必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成29年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第２３号（第２３条関係） 



 



様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

様式第７号（第７条関係） 

様式第８号（第７条関係） 

様式第９号（第８条関係） 

様式第１０号（第８条関係） 

様式第１１号（第９条関係） 

様式第１２号（第11条関係） 

様式第１３号（第12条関係） 

様式第１４号（第13条関係） 

様式第１５号（第14条関係） 

様式第１６号（第15条関係） 

様式第１７号（第16条関係） 

様式第１８号（第17条関係） 

様式第１９号（第18条関係） 

様式第２０号（第19条関係） 

様式第２１号（第20条関係） 

様式第２２号（第22条関係） 

様式第２３号（第２３条関係） 

様式第２４号（第24条関係） 

 


